
        三里まちづくり協議会設立までの経過報告 
                             

 平成 30年６月 3日現在 

《 》は参加者数 

  

年月日 内 容 

平成 

28 年 11 月 6 日 将来に備えることをみんなで考えよう!!（ワークショップ）《48人》 

平成 

29 年 

２月 21 日 
三里のまちづくりを考える勉強会《31人》 

まちづくりアンケート実施 … 回収数 425件  回収率 53.4% 

３月 28 日 準備会立上げに向けた会議①《８人》 

４月 13 日 準備会立上げに向けた会議②《10人》 

５月 
18 日 

31 日 

準備会立上げに向けた会議③《９人》 

準備会立上げに向けた会議④《５人》 

６月 14 日 準備会立上げ①《32人》 

７月 23 日 まちづくりワークショップ①《75人》 

８月 
9 日 

23 日 

準備会②《25人》 

準備会③《20人》 

９月 10 日 まちづくりワークシッョプ②《39人》 

10 月 4 日 準備会④《22人》 

11 月 
8 日 

26 日 

準備会⑤《16人》 

まちづくりワークショップ③《49人》 

12 月 20 日 準備会⑥《17人》 

平成 

30 年 

１月 
9 日 協議会立上げに向けた会議⑤《10人》 

17 日 準備会⑦《23人》 

２月 
15 日 

21 日 

協議会立上げに向けた会議⑥《７人》 

準備会⑧《21人》 

３月 

7 日 

14 日 

25 日 

協議会立上げに向けた会議⑦《６人》 

準備会⑨《22人》 

これからの三里まちづくりのための報告会＆地域づくり講演会 

４月 18 日 準備会⑩《29人》 

４月 25 日 役員会①《8人》 

５月 8 日 準備会⑪《28人》 

５月 16 日 役員会②《10人》 

６月 3 日 三里まちづくり協議会設立 

まちづくり協議会設立準備会 

区長、各種団体の代表等計 39 人で

組織。まちづくりワークショップで

出された意見について整理・まとめ

を行う。 

まちづくりワークショップ 

区長ほか各種団体、地域住民、地区

担当職員（市役所職員）へ参加を呼

びかけて開催。さまざまな立場の

人々が集まって、自由に意見を出し

合う場です。 

 
追加資料 
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三里まちづくり協議会規約  

 

（名称） 

第１条 本会は、三里まちづくり協議会（以下「協議会」という。）という。

（目的） 

第２条 協議会は、三里地区における共通の課題の解決を図り、人と人とのつ

ながりを大切にし、誰もが地域への愛着と誇りを持ち、魅力ある住みよいまち

づくりを推進することを目的とし、自主的・主体的に地域自治の活動を行うも

のとする。 

（区域） 

第３条 協議会の地区の区域は、別表1のとおりとする。 

（事業） 

第４条 協議会は、第２条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

(１) 地域住民相互の情報交換並びに交流・親睦に関すること。 

(２) 地域活性化に関すること。 

(３) 健康・福祉に関すること。 

(４) 生活環境の保全に関すること。 

(５) 地域の防災・防火及び防犯に関すること。 

(６) 自治会活動との連携に関すること。 

(７) 郷土芸能の保存と継承に関すること。 

  (８) 青少年の健全育成に関すること。 

  (９) 生涯学習・文化・スポーツの推進に関すること。 

(10) その他目的達成のために必要な事業 

（構成員） 

第５条 協議会の構成員は次に掲げる者とする。 

(１) 地区内に居住する者 

(２) 地区内で活動する各種団体等に属する者 

(３) 地区内で事業を営む者又は地区内に在する事業所に勤務する者 

(４)  その他会長が必要と認める者 

（組織） 

第６条 協議会は、総会、運営委員会及び部会により構成する。  
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２ 協議会に事務局を置く。 

（役員） 

第７条 協議会に、次の役員を置く。 

(１) 会 長 １名 

(２) 副 会 長 ２名 

(３) 事務局長 １名 

(４) 会 計 １名 

(５)  監 事 ２名 

(６) 部 会 長 ３名 

２ 部会長を除く協議会の役員は、総会の承認を得て、決定する。 

（役員の職務） 

第８条 役員の職務は、次のとおりとする。 

(１) 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。 

(２) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理す

る。 

(３) 事務局長は、協議会の事務処理を総括する。 

(４) 会計は、協議会の会計を処理する。 

(５) 監事は、協議会の会計及び事業の監査を行う。 

(６) 部会長は、担当する部を統括し、事業の企画・運営を行う。 

（役員の任期） 

第９条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任は妨げない。 

２ 欠員により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（相談役） 

第10条 協議会は、必要に応じて相談役を置くことができる。 

２ 相談役は運営委員会において選出し、会長が選任する。 

（総会） 

第11条 総会は、協議会の最高議決機関であり、本規約に定める事項のほか、

協議会の目的を達成するために必要な事項を審議決定する。 

２ 総会は、代議員制とし、役員、相談役及び別表２に掲げる協議会を構成す

る各種団体、事業所等から推薦された者(以下「代議員」という。)をもって構

成する。 
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３ 総会は、通常総会及び臨時総会とし、会長が招集する。 

４ 通常総会は、毎年度１回開催し、臨時総会は、会長が必要と認めたとき又

は代議員の３分の１以上の請求があった場合に開催するものとする。 

５ 総会の議長は、総会において出席した代議員の中から選出する。 

６ 総会は、委任状を含めた代議員の２分の１以上の出席により成立するもの

とする。 

７ 総会の議事は、出席した代議員の過半数で議決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。 

８ 総会は次の各号に掲げる事項を審議する。 

(１) まちづくり計画の策定や見直しに関すること。 

(２) 規約の制定及び改正に関すること。  

(３) 事業計画及び事業報告に関すること。 

(４) 収支予算及び収支決算に関すること。 

(５) 役員の選任及び解任に関すること。 

(６) その他重要事項に関すること。 

９ 総会の議事については、議事録を作成し、議長及び出席した代議員の中か

ら選任した議事録署名人２名が署名押印する。 

（総会の公開） 

第12条 総会は、公開を原則とする。 

２ 構成員は、総会を傍聴することができる。その場合は、傍聴者は総会にお

ける議決権は有しないが、意見等を述べることはできる。 

（運営委員会） 

第13条 運営委員会は、総会に付議する事項及び協議会の運営に関する事項を

審議決定する。 

２ 運営委員会は、会長、副会長、事務局長、会計、部会長により構成し、会

長が必要に応じ招集し、議長となる。 

３ 運営委員会は、運営委員会を構成する役員の２分の１以上の出席により成

立する。 

（部会） 

第14条 部会は、総会で決定された方針に基づき事業を実施するものとし、次

の部会を置く。 
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 (1) ふれあい部会 

 (2) いきいき部会 

 (3) きずな部会 

２ 部会は、三里地区で活動する各種団体、事業所等及び構成員より選出され

た者で構成する。 

３ 部会には、部会長及び副部会長を置く。 

４ 部会長及び副部会長は、部会員の中から選出する。 

５ 部会長は、部会を代表し、会務を総括する。 

６ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長が事故その他やむをえない事情によ

り職務を遂行できないときは、その職務を代行する。 

７ 部会長及び副部会長の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

８ 欠員により選出された部会長及び副部会長の任期は、前任者の残任期間と

する。 

９ 部会長及び副部会長は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任す

るまでの間はその職務を行わなければならない。 

10 部会は、必要に応じて部会長が招集し、事業の実施のほか、事業計画及び

予算、実績報告及び決算等について協議を行う。 

（会計） 

第15条 協議会の運営等に係る経費は、各地区の負担金(戸数割)、補助金、寄

付金及びその他の収入をもって充てる。 

２ 協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

３ 年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は、総

会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準にして収支

することができるものとする。 

（監査） 

第16条 会長は、事業年度終了後、事業報告書、収支決算書を作成して会計帳

簿とともに監事に提出し、その監査を受けなければならない。 

２ 監事は前項の書類を受領したときは、これを監査し、その結果を総会で報

告する。 

（書類及び帳簿の整備） 

第17条 協議会は事業実施に係る書類、収入及び支出に関する証拠書類並びに
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帳簿等活動に関する書類を整備する。 

（個人情報保護の取扱い） 

第18条 協議会が各種事業を執行するために集めた個人情報の取得、利用、提

供及び管理については、適正に運用するものとする。 

（その他) 

第19条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会

長が運営委員会に諮り、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規約は、平成30年６月３日から施行する。 

（会計年度） 

２ 平成30年度に限り、会計年度は施行の日から翌年３月31日までとする。 

 （まちづくり協議会設立時の役員等の任期） 

３ 第９条第１項の規定にかかわらず、まちづくり協議会設立時の役員の任期

は平成32年度に後任者が就任するまでとする。また、第14条第７項の規定に

かかわらず、まちづくり協議会設立時の部会長及び副部会長の任期は平成32

年度に後任者が就任するまでとする。 

 

別表１（第３条関係） 

地区の区域 

小城町池上 西川 山崎 上右原 下右原 門前 小島 下久須 牛尾  

小城町栗原 峰 小隈 坂井 湯谷 

小城町船田 大江 船田 久蘇  

小城町畑田 轡ヶ里  
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別表２（第11条関係） 

三里まちづくり協議会を構成する各種団体、事業所等 代議員数（名以内） 

１区 

湯谷 １ 

上右原 １ 

下右原 １ 

山崎 １ 

２区 

牛尾 １ 

小島 １ 

下久須 １ 

門前 １ 

３区 

久蘇 １ 

轡ヶ里 １ 

船田 １ 

大江 １ 

４区 

西川 １ 

坂井 １ 

小隈 １ 

峰 １ 

三里小学校育友会 ２ 

三里校区青少年育成会 ２ 

小城市消防団小城第４分団 ２ 

小城市民生委員・児童委員連絡協議会（三里地区担当） ２ 

小城地区交通安全協会小城支部（三里地区担当） １ 

三里生産組合協議会（米麦） ２ 

三里生産組合協議会 梅部会 １ 

三里生産組合協議会 梨部会 １ 

三里生産組合協議会 蜜柑部会 １ 

三里生産組合協議会 苺部会 １ 

三里女性部 ２ 

三里シルバー会【仮称】  

ふるさと・夢つむぎネットワーク １ 

NPO法人佐賀県放課後児童クラブ連絡会 １ 

三里小学校 １ 

三里保育園 １ 
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三里まちづくり協議会規約の施行に関する規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、三里まちづくり協議会の運営に関して必要な事項を定め

るものである。 

（役員手当） 

第２条 規約第７条の役員の手当額は次のとおりとする。 

役職 役員手当年額 備考 

会長 30,000円 １名 

副会長 10,000円 ２名 

事務局長 20,000円 １名 

会計 10,000円 １名 

監事 5,000円 ２名 

部会長 20,000円 ３名 

（各地区の負担金） 

第３条 規約第15条第１項の協議会の運営等に係る経費のうち各地区の負担金

(戸数割)は、一戸あたり600円とする。 

 附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成30年６月３日から施行する。 
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三里まちづくり協議会 組織体制  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【総会】 
  

  

【運営委員会】 
  

  

【部会】 
  

  

《役員》 

 ・会長      ・副会長(２名)      ・事務局長 

・会計      ・部会長(３名)      (監事を除く) 

《代議員》 

 

 

 

 

 

・協議会を構成する団体等から推薦された者 

《相談役》 

 

 

 

 

 

 

 

・三里地区で活動する各種団体、事業所等及び構成員より選出された者 

《構成員》 
 ・地区内に居住する者 

・地区内で活動する各種団体等に属する者 

・地区内で事業を営む者又は地区内に在する事業所に勤務する者 

・その他会長が必要と認める者 

＊総会を傍聴することができる。総会においては議決権は有しないが、意見等を述べることはできる。 

《役員》 

 ・会長      ・副会長(２名)      ・事務局長 

・会計      ・部会長(３名)  

＊通常総会(年 1回)、臨時総会(会長が必要と認めたとき) 

＊会長が必要に応じて招集 

＊部会長が必要に応じて招集 

監事 

① まちづくり計画の策定や見直し 

② 規約の制定及び改正 

③ 事業計画及び事業報告 

④ 収支予算及び収支決算 

⑤ 役員の選任及び解任 

⑥ その他重要事項に関することを審議 

総会に付議する事項及び協議会の運営に関する事項を審議決定 

総会で決定された方針に基づき事業を実施 

事務局 

＋ 

 
区長会 

小学校育友会 
青少年育成会 

民生委員・児童委員 
生産組合協議会（米麦） 

梅部会  梨部会 
蜜柑部会  苺部会 

女性部 
シルバー会【仮称】 
夢つむぎネットワーク 

ふれあい部会 

 
区長会 

小学校育友会 
青少年育成会 

民生委員・児童委員 
女性部 

シルバー会【仮称】 
放課後児童クラブ連絡会 

小学校 
保育園 

 

 
区長会 

小学校育友会 
青少年育成会 

民生委員・児童委員 
消防団 

交通安全協会 
女性部 

 
 
 

いきいき部会 きずな部会 
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